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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年３月１７日（平成２７年（行個）諮問第４５号），同年６ 

月２９日（同第１０８号） 

答申日：平成２９年２月１０日（平成２８年度（行個）答申第１７２号及び同

第１７３号） 

事件名：本人に係る外来診療録等の一部開示決定に関する件 

本人に係る外来診療録等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる文書①ないし文書⑦に記録された保有個人情報（以下

「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした各

決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，

文書①の３２６枚目の不開示部分を開示すべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく各開示請求に対し，平成２７年１月１３

日付け防人衛第３７９号及び同年２月２０日付け防人衛第２２２１号によ

り防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った各一部開

示決定（以下，順に「原処分１」及び「原処分２」といい，併せて「原処

分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

   ア 平成２７年（行個）諮問第４５号 

上司，担当医師の意見を開示しても，私の精神状態に負担はかかり

ません。こじつけ不開示に他ならない。又，他の不開示に関しても

都合の悪い事を隠しているのがバレている。開示請求している情報

全てを開示せよ。都合の悪いことを隠すな！ 

   イ 平成２７年（行個）諮問第１０８号 

私が私自身の情報を開示したのだから，防衛秘密以外は開示できる

のが当然であるため。都合の悪いことをいんぺいするな。よって不

開示は開示すべきであるため。 

（２）意見書１及び２ 

異議申立人から，平成２７年４月２１日付け（同日収受）で平成２７

年（行個）諮問第４５号に係る意見書１が，同年７月２８日付け（同日
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収受）で平成２７年（行個）諮問第１０８号に係る意見書２が，それぞ

れ当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨

の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書（平成２７年（行個）諮問第４５号） 

（１）経緯 

本件開示請求は，「特定自衛隊病院Ａ 入院・外来 すべての診療科 

期間：初診時からすべて 特定年月日生 カルテ 紹介状など」を求め

るものであり，これに該当する保有個人情報が記録されている行政文書

として，文書１，文書２及び文書３（以下，併せて「本件文書１」とい

う。）を特定し，法１８条１項の規定に基づき，平成２７年１月１３日

付け防人衛第３７９号により，本件文書１の一部が法１４条１号，２号

及び７号ニの不開示情報に該当することから，当該部分を不開示とする

一部開示決定（原処分１）を行った。 

本件異議申立ては，原処分１に対してされたものである。 

（２）法１４条該当性について 

    原処分１において，不開示とした部分及び不開示とした理由は別紙２

のとおりである。 

（３）異議申立人の主張について 

    異議申立人は，上司及び担当医師等の意見を不開示としたことにつき，

上司，担当医師の意見を開示しても，自らの精神状態に負担がかかるこ

とはなく，他の不開示部分に関しても，都合の悪いことを隠していると

して，原処分１の取消しを求めるが，本件文書１の法１４条該当性を十

分に検討した結果，その一部が別紙２のとおり同条１号，２号及び７号

ニに該当することから当該部分を不開示としたものであり，その他の部

分については開示している。 

以上のことから，異議申立人の主張には理由がなく，原処分を維持す

ることが適当である。 

２ 理由説明書（平成２７年（行個）諮問第１０８号） 

（１）経緯 

本件開示請求は，「特定自衛隊病院Ｂ 入院・外来 すべての診療科 

期間：初診時からすべて カルテ 紹介状など 特定年月日生」を求め

るものであり，これに該当する保有個人情報が記録されている行政文書

として，文書４ないし文書７（以下，併せて「本件文書２」という。）

を特定し，法１８条１項の規定に基づき平成２７年２月２０日付け防人

衛第２２２１号により，文書４及び文書６については一部開示，文書５

及び文書７については開示とする一部開示決定（原処分２）を行った。 

本件異議申立ては，原処分２に対してされたものである。 
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（２）法１４条該当性について 

    原処分２において，本件文書２の一部を不開示とした理由は別紙３の

とおりである。 

（３）異議申立人の主張について 

原処分２に対し異議申立人は，「私が私自身の情報を開示（原文のま

ま）したのだから，防衛秘密以外は開示できるのが当然である」として，

原処分２の取消しを求めるが，本件文書２の法１４条該当性を十分に検

討した結果，その一部が別紙３のとおり同条２号及び７号ニに該当する

ことから当該部分を不開示としたものであり，異議申立人の主張は当た

らない。 

以上のことから，異議申立人の主張は理由がなく，原処分を維持する

ことが妥当である。 

３ 補充理由説明書（平成２７年（行個）諮問第４５号及び同第１０８号） 

（１）診療録の性質について 

自衛隊における衛生の意義は，自衛隊の任務遂行のため，戦闘等によ

り発生した傷病者を治療・後送するとともに，平素における隊員の健康

を良好に維持して，人的戦闘力を維持・増進することにあり，その中で

自衛隊病院は，隊員に対する医療の提供，各種健康診断等の実施を主要

な任務の一つとして活動している。 

自衛隊病院は，組織的な健康管理を実施するため，受診した隊員の医

療情報について，必要に応じ健康管理者である部隊等の長へ提供すると

ともに，部隊と連携を図り，隊員に対する診療等を実施している，また，

休業等の診療指示区分を行ったとき，又はその他特に必要があると認め

るときは，当該隊員の所属長に対しその旨を通知することとされている。 

    以上のような自衛隊衛生の意義及び自衛隊病院の性質から，医師等病

院関係者は診療録に診療に関する事項のほか，患者の人事に関する事項，

部隊等の長をはじめとする関係者から聴取した事項等についても記録す

る。 

 この点，本件文書１及び２を改めて確認したところ，診療に関する事

項のほか，患者の人事に関する事項及び関係者から聴取した事項等につ

いて記録されていた。 

（２）平成２７年（行個）諮問第４５号における法１４条該当性について 

    本諮問事件に関する理由説明書では，文書１の２４，６９，７０，７

７，７８，８８，９２，９７，９８，１０４，１３６及び１４９枚目の

それぞれ一部を不開示とした理由につき，「上司，担当医師等の意見で

あり，これを開示することにより，開示請求者の精神状態に負担がかか

り，健康を害するおそれがあることから，法１４条１号に該当するとと

もに，開示請求者以外の個人に関する情報であり，これを開示すること
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により，開示請求者以外の特定の個人を識別することができることから，

同条２号に該当するため不開示とした。」，同１０６，１０７，１０９

及び１１４から１１８枚目までのそれぞれ一部を不開示とした理由につ

き，「上司，担当医師等の意見であり，これを開示することにより，開

示請求者の精神状態に負担がかかり，健康を害するおそれがあることか

ら法１４条１号に該当するため，不開示とした。」，同１１９，１２６，

１３５，１４０，１４６，１５１，１５８から１６１枚目までのそれぞ

れ一部を不開示とした理由につき，「上司，担当医師等の意見であり，

これを開示することにより，開示請求者の精神状態に負担がかかり，健

康を害するおそれがあることから法１４条１号に該当するとともに，人

事管理に関する情報であり，これを開示することにより，人事管理に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，同条７号ニ

に該当するため不開示とした。」，同２２４，２２５，２６３から２７

０まで，２７２から２７５まで，２７９から２８１まで，２８３，２８

４及び２８６から２９６枚目までのそれぞれ一部を不開示とした理由に

つき，「人事管理に関する情報であり，これを開示することにより，人

事管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法

１４条７号ニに該当するため不開示とした。」と説明したが，以下の理

由をそれぞれ追加する。 

 「自衛隊衛生の意義及び自衛隊病院の性質から，病院関係者は診療録

に診療に関する事項のほか，患者の人事に関する事項，部隊等の長を始

めとする関係者から聴取した事項等についても記録し，病院関係者間で

適切な情報共有を図っている。そのため，これを公にすることにより，

今後，同種の診療を行う際に部隊等の長をはじめとする関係者からの協

力が得られなくなり，上記聴取等が困難となるほか，病院関係者におい

て上記の各事項を診療録に記録することをちゅうちょするなどし，今後

の病院事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４

条７号柱書きに該当するため不開示とした。」 

（３）平成２７年（行個）諮問第１０８号における法１４条該当性について 

本諮問事件に関する理由説明書では，文書４の９枚目の一部並びに文

書６の４４５，４４７，４５２及び４５３枚目のそれぞれ一部を不開示

とした理由につき，「開示請求者以外の個人に関する情報であり，これ

を開示することにより，開示請求者以外の特定の個人を識別することが

できることから，法１４条２号に該当するとともに，人事管理に関する

情報であり，これを開示することにより，人事管理に係る事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，同条７号ニに該当するため

不開示とした。」と説明し，また，文書４の１０枚目及び７３枚目のそ

れぞれ一部，７４枚目及び７５枚目の全部並びに文書６の４２１，４６
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３～４６９，４７６及び５０９枚目のそれぞれ一部を不開示とした理由

につき，「開示請求者以外の個人に関する情報であり，これを開示する

ことにより，開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

から，法１４条２号に該当するため不開示とした。」と説明したが，以

下の理由をそれぞれ追加する。 

    「自衛隊衛生の意義及び自衛隊病院の性質から，病院関係者は診療録

に診療に関する事項のほか，患者の人事に関する事項，部隊等の長を始

めとする関係者から聴取した事項等についても記録し，病院関係者間で

適切な情報共有を図っている。そのため，これを公にすることにより，

今後，同種の診療を行う際に部隊等の長をはじめとする関係者からの協

力が得られなくなり，上記聴取等が困難となるほか，病院関係者におい

て上記の各事項を診療録に記録することをちゅうちょするなどし，今後

の病院事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４

条７号柱書きに該当するため不開示とした。」 

（４）新たに開示とする部分 

 平成２７年（行個）諮問第４５号の１５５枚目及び１５６枚目，２３

９枚目から２４４枚目まで，２４６枚目から２５４枚目まで，３０１枚

目並びに３０８枚目及び３０９枚目の不開示部分については，本件文書

１中又は平成２７年（行個）諮問第１０８号において開示していること

から，開示することとする。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合の上，調査

審議を行った。 

① 平成２７年３月１７日  諮問の受理（平成２７年（行個）諮問第

４５号） 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年４月９日      審議（同上） 

④ 同月２１日       異議申立人から意見書１を収受（同上） 

⑤ 同年６月２９日     諮問の受理（平成２７年（行個）諮問第

１０８号） 

⑥ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑦ 同年７月２２日     審議（同上） 

⑧ 同月２８日       異議申立人から意見書２を収受（同上） 

⑨ 平成２８年８月８日   本件対象保有個人情報の見分及び審議（ 

平成２７年（行個）諮問第４５号及び同

第１０８号） 

⑩ 平成２９年１月１７日  諮問庁から補充理由説明書を収受（同

上） 
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⑪ 同月２５日       審議（同上） 

⑫ 同年２月８日      平成２７年（行個）諮問第４５号及び同

第１０８号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報等について 

本件対象保有個人情報は，別紙１に掲げる診療録等（本件文書１及び

２）に記録された保有個人情報であり，処分庁は，このうち別紙２及び３

に掲げる部分を法１４条１号，２号及び７号ニに該当するとして不開示と

する原処分を行ったところ，異議申立人は，本件対象保有個人情報のうち

原処分で不開示とされた部分の開示を求めている。 

これに対して，諮問庁は，補充理由説明書により，上記不開示部分の一

部を開示するとする一方，その余の部分のうち別紙２の番号５を除く部分

について，公にすることにより今後の病院事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあることから，法１４条７号柱書きにも該当するとして，不開

示情報に該当する理由を追加している。 

そこで，以下，本件対象保有個人情報の見分結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分（以下「本件不開示維持部分」とい

う。）の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）別紙２の番号５以外の不開示維持部分について 

ア 当審査会において見分したところ，当該不開示維持部分は，①特定

自衛隊病院Ａ及びＢの病院関係者が部隊等の関係者から異議申立人の

状況，人事等についての意見を聴取した結果，②当該病院関係者の異

議申立人の診療等に関する意見及び③当該病院関係者等で協議した異

議申立人への対応方針等をそれぞれ記載した部分並びに④部隊の関係

者が異議申立人の部隊における状況に関して作成した資料であること

が認められる。 

イ 自衛隊病院において作成される診療録について，諮問庁は，自衛隊

病院の性質等から，診療に関する事項のほか，患者の人事に関する事

項及び部隊等の長を始めとする関係者から聴取した事項等についても

記録し，病院関係者間で適切な情報共有を図るものであることから，

当該不開示維持部分を開示すると，今後の同種の診療を行う際に，部

隊等の長を始めとする関係者からの協力が得られなくなるほか，病院

関係者が上記各事項を診療録に記録することをちゅうちょするなどし，

今後の病院事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨説明する

ところ，自衛隊病院の性質等及び本件不開示維持部分の内容に照らす

と，この説明は不自然，不合理とはいえない。 

したがって，当該不開示維持部分については，これを公にすること
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により，今後の自衛隊病院の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあると認められるから，法１４条７号柱書きに該当し，同条１

号，２号及び７号ニについて判断するまでもなく，不開示としたこ

とは妥当である。 

（２）別紙２の番号５の不開示維持部分について 

ア 当審査会において見分したところ，当該不開示維持部分は，特定自

衛隊病院Ａの関係者が異議申立人との電話対応について作成したメモ

に記載された，当該対応を行った特定個人の名字並びに製薬会社が特

定自衛隊病院Ａの医師宛てに送付した文書に記載されている当該製薬

会社担当者の氏名及び携帯電話番号であることが認められる。 

イ 当該不開示維持部分のうち，上記製薬会社担当者の氏名等は，法１

４条２号本文前段の個人に関する情報であって，開示請求者以外の特

定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イない

しハに該当する事情は認められず，また，これは個人識別部分である

から，法１５条２項による部分開示の余地はない。 

ウ しかしながら，上記特定個人の上記病院における職種等について，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該特定個人

は，特定自衛隊病院Ａに勤務する防衛省の職員である看護師であり，

また，当該特定個人は，上記メモに記録された上記異議申立人への電

話対応が行われた時刻において，勤務中であったと考えられるとのこ

とであった。 

    そうすると，上記特定個人の名字（文書①の３２６枚目の不開示部

分）は，法１４条２号本文前段の個人に関する情報であって，開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するが，公

務員の職務遂行に係る情報であり，職務の遂行に係る情報に含まれる

公務員の氏名の公表について定めた「各行政機関における公務員の氏

名の取扱いについて」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連

絡会議申合せ）が適用されるものと認められるから，同号ただし書イ

に該当するため，開示すべきである。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条１

号，２号及び７号ニに該当するとして不開示とした各決定については，諮

問庁が同条１号，２号並びに７号柱書き及びニに該当するとしてなお不開

示とすべきとしている部分のうち，文書①の３２６枚目の不開示部分を除

く部分は，同条２号及び７号柱書きに該当すると認められるので，同条１
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号及び７号ニについて判断するまでもなく，不開示とすることは妥当であ

るが，文書①の３２６枚目の不開示部分は，同条２号に該当せず，開示す

べきであると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙１（本件文書） 

 

１ 原処分１において特定された文書（本件文書１） 

  文書① 外来診療録（医科） 

  文書② 外来診療録（歯科） 

  文書③ レントゲン写真（歯科） 

 

２ 原処分２において特定された文書（本件文書２） 

  文書④ 外来診療録 

  文書⑤ 入院診療録 

  文書⑥ 診療録（電子） 

  文書⑦ 画像データ 
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別紙２（平成２７年（行個）諮問第４５号関連） 

 

番

号 

行政文書の 

名称 
不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書① 

（外来診療録

（医科）） 

２４，６９，７０，

７７，７８，８８，

９２，９７，９８，

１０４，１３６及び

１４９枚目のそれぞ

れの一部 

上司，担当医師等の意見であり，こ

れを開示することにより，開示請求

者の精神状態に負担がかかり，健康

を害するおそれがあることから，法

１４条１号に該当するとともに，開

示請求者以外の個人に関する情報で

あり，これを開示することにより，

開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることから，同条２

号に該当するため不開示とした。 

２ 文書① 

（外来診療録

（医科）） 

１０６，１０７，１

０９，１１４から１

１８まで，１５５及

び１５６枚目のそれ

ぞれの一部 

上司，担当医師等の意見であり，こ

れを開示することにより，開示請求

者の精神状態に負担がかかり，健康

を害するおそれがあることから，法

１４条１号に該当するため不開示と

した。 

３ 文書① 

（外来診療録

（医科）） 

１１９，１２６，１

３５，１４０，１４

６，１５１及び１５

８から１６１枚目ま

でのそれぞれの一部 

上司，担当医師等の意見であり，こ

れを開示することにより，開示請求

者の精神状態に負担がかかり，健康

を害するおそれがあることから，法

１４条１号に該当するとともに，人

事管理に関する情報であり，これを

開示することにより，人事管理に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから，同条７号ニ

に該当するため不開示とした。 

４ 文書① 

（外来診療録

（医科）） 

２２４，２２５，２

３９から２４４ま

で，２４６から２５

４まで，２６３から

２７０まで，２７２

から２７５まで，２

７９から２８１ま

人事管理に関する情報であり，これ

を開示することにより，人事管理に

係る事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあることから，法１４条

７号ニに該当するため不開示とし

た。 
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で，２８３，２８

４，２８６から２９

６まで，３０１，３

０８及び３０９枚目

のそれぞれの一部 

５ 文書① 

（外来診療録

（医科）） 

３２６及び３３３枚

目のそれぞれの一部 

開示請求者以外の個人に関する情報

であり，これを開示することによ

り，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることから，法

１４条２号に該当するため不開示と

した。 
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別紙３（平成２７年（行個）諮問第１０８号関連） 

 

番

号 

行政文書の 

名称 
不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書④ 

（外来診療

録） 

９枚目の一部 開示請求者以外の個人に関する情報

であり，これを開示することによ

り，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることから，法

１４条２号に該当するとともに，人

事管理に関する情報であり，これを

開示することにより，人事管理に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから，同条７号ニ

に該当するため不開示とした。 

２ 文書④ 

（外来診療

録） 

１０枚目及び７３枚

目のそれぞれの一部

並びに７４枚目及び

７５枚目の全部 

開示請求者以外の個人に関する情報

であり，これを開示することによ

り，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることから，法

１４条２号に該当するため不開示と

した。 

３ 文書⑥ 

（診療録（ 

電子）） 

 

４２１，４６３～４

６９，４７６及び５

０９枚目のそれぞれ

の一部 

開示請求者以外の個人に関する情報

であり，これを開示することによ

り，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることから，法

１４条２号に該当するため不開示と

した。 

４ 文書⑥ 

（診療録（ 

電子）） 

４４５，４４７，４

５２及び４５３枚目

のそれぞれの一部 

開示請求者以外の個人に関する情報

であり，これを開示することによ

り，開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることから，法

１４条２号に該当するとともに，人

事管理に関する情報であり，これを

開示することにより，人事管理に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから，同条７号ニ

に該当するため不開示とした。 

 


